
令 和 2 年 3 月 5 日 

保護者のみなさまへ 

岸和田市立天神山小学校 

校 長  前 井 祥 吾  

 

 

臨時休業に伴う３月分の給食費の取り扱いについて 

 

  一雨ごとに少しずつ暖かくなってまいりました。保護者のみなさま方には

益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は、本校教育推進にご理解・ご

協力を賜りましてありがとうございます。 

 さて、今回徴収いたしました３月分の給食費につきまして、１年生～５年生

は、下記の通り４月の徴収金で減額調整します。また、６年生は学級費ととも

に返金します。保護者のみなさまのご理解をいただき、今後とも一層のご支援・

ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

当初予定(４月)  変更後   （減額分） 

１年生(新２年生)  6,200円 → 2,952円   (232円×14日分=3,248円) 

２年生(新３年生)  6,200円 → 2,952円   (232円×14日分=3,248円) 

３年生(新４年生)  8,200円 → 4,910円   (235円×14日分=3,290円) 

４年生(新５年生)  8,200円 → 4,910円   (235円×14日分=3,290円) 

５年生(新６年生)  8,200円 → 4,868円   (238円×14日分=3,332円) 

 

６年生(238 円×12 日分=2,856 円)は学級費とあわせて返金します。 

 

 


